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環境

【変更を行った箇所】＝　　　　　の部分

①子育て支援室長を第３作業部会に変更
（福祉・保健・医療との関連度が強いため）
　【こども部の提案による】

②こども育成室長を副部会長に変更
　【子育て支援室の部会変更による変更】

③第４作業部会に教育委員会理事を追加
（教育ビジョン担当の追加）
　【教育総務部の提案による】

④第５作業部会を「環境」に特化
　【事務局の検討結果による】

⑤第6作業部会を「快適な都市形成」として再編
　【事務局の検討結果による】

⑥第7作業部会を設置し「安全・安心」を所管
　【事務局の検討結果による】

資料３

【関連する施策を所管する他の作業部会への参加について】

　回答の中で道路公園部より
　「道路公園企画室のバリアフリー担当を第3作業部会委員に追加」
　といった提案がありました。

　複数の作業部会に参加いただくという積極的な提案ではあるものの、事務局としては「作業部
会設置基準による定義は、あくまでも各室の主たる作業部会を決定するにとどめ、それ以外の関
連する作業部会については必要に応じ、参加していただく運用としたい。」と考えております。

　各部局におかれましては、関連する作業部会に積極的に参加していただくと共に、各作業部会
長の参加要請に対しても、最大限協力いただき、活発な議論をお願いしたいと考えます。

　ご理解とご協力をお願いいたします。
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